
改定項目の確認と設定  
（Ｈ３０年４月実施） 

総合支援  居宅・重度訪問・同行援護・行動援護・児童発達・放課後デイ 

介護保険 

＜バージョンアップから算定までの流れ＞ 

 

（１）請求システムのバージョンアップ 

（２）実績の入力 ※すでに入力済の場合は省略 

（３）改定項目の確認と設定（当文書を参照） 

（４）請求書作成メニューで算定 
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■ 総合支援法

 

＜変更箇所

こちらは、変更のあった市町村につきましては

「基本事項登録」

     

 

※ 下記のとおり表示されない場合は、弊社までご連絡下さい。

 ・旧地域区分

  ・新地域区分

  ・旧児童地域区分（新設）…

  ・新児童地域区分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合支援法 

＜変更箇所＞ 地域区分

こちらは、変更のあった市町村につきましては

基本事項登録」

   「マスター保守」→「基本事項登録」

下記のとおり表示されない場合は、弊社までご連絡下さい。

・旧地域区分 …

・新地域区分 …

・旧児童地域区分（新設）…

・新児童地域区分

 

 

地域区分 

こちらは、変更のあった市町村につきましては

基本事項登録」画面 にて、ご確認

「マスター保守」→「基本事項登録」

下記のとおり表示されない場合は、弊社までご連絡下さい。

… 「０」が表示されます。

… 現行のままの数字が表示されます。

・旧児童地域区分（新設）… 

・新児童地域区分 … 平成３０年

  

１．全サービス共通

こちらは、変更のあった市町村につきましては

にて、ご確認のみお願い致します。

「マスター保守」→「基本事項登録」

下記のとおり表示されない場合は、弊社までご連絡下さい。

「０」が表示されます。

現行のままの数字が表示されます。

 平成３０年

平成３０年 4 月以降の障害児地域区分が表示されます。
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全サービス共通

こちらは、変更のあった市町村につきましては自動で変更

お願い致します。

「マスター保守」→「基本事項登録」 

下記のとおり表示されない場合は、弊社までご連絡下さい。

「０」が表示されます。 

現行のままの数字が表示されます。

平成３０年 3 月以前の障害児地域区分が表示されます。

月以降の障害児地域区分が表示されます。

全サービス共通 

自動で変更されるようになっております。

お願い致します。 

下記のとおり表示されない場合は、弊社までご連絡下さい。 

現行のままの数字が表示されます。 

月以前の障害児地域区分が表示されます。

月以降の障害児地域区分が表示されます。

されるようになっております。

 

月以前の障害児地域区分が表示されます。

月以降の障害児地域区分が表示されます。

されるようになっております。 

月以前の障害児地域区分が表示されます。 

月以降の障害児地域区分が表示されます。 

 

 



 

 

＜居宅介護サービス

背景色が薄い緑の項目が、今回追加・変更された箇所になります。

詳細は、次頁にてご案内致します。

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①

居宅介護サービス

背景色が薄い緑の項目が、今回追加・変更された箇所になります。

詳細は、次頁にてご案内致します。

 
① 重度訪問介護研修者による場合（減

算） 

 
「ヘルパー登録」画面より設定

③ 

２．訪問系のサービス

（居宅・重度訪問・同行援護・行動援護）

居宅介護サービス＞  

背景色が薄い緑の項目が、今回追加・変更された箇所になります。

詳細は、次頁にてご案内致します。

  
重度訪問介護研修者による場合（減

「ヘルパー登録」画面より設定

 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者２

０人以上にサービスを行う場合（

 
「利用者登録」画面より設定

２．訪問系のサービス

（居宅・重度訪問・同行援護・行動援護）

背景色が薄い緑の項目が、今回追加・変更された箇所になります。

詳細は、次頁にてご案内致します。 

重度訪問介護研修者による場合（減

「ヘルパー登録」画面より設定

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者２

０人以上にサービスを行う場合（

「利用者登録」画面より設定
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２．訪問系のサービス

（居宅・重度訪問・同行援護・行動援護）

背景色が薄い緑の項目が、今回追加・変更された箇所になります。

重度訪問介護研修者による場合（減

「ヘルパー登録」画面より設定 

②

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者２

０人以上にサービスを行う場合（減算）

「利用者登録」画面より設定 

２．訪問系のサービス共通

（居宅・重度訪問・同行援護・行動援護）

背景色が薄い緑の項目が、今回追加・変更された箇所になります。 

② 初任者研修課程修了者が作成した介護

計画に基づき提供する場合

 
「利用者登録」画面より設定

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者２

減算） 

共通 

（居宅・重度訪問・同行援護・行動援護） 

 

初任者研修課程修了者が作成した介護

計画に基づき提供する場合

「利用者登録」画面より設定

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者２

初任者研修課程修了者が作成した介護

計画に基づき提供する場合（減算）

「利用者登録」画面より設定 

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者２

初任者研修課程修了者が作成した介護

（減算） 
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① 重度訪問介護研修者による場合（減算） 

 

「居宅介護支援費請求」メニュー→「マスター保守」→「ヘルパー登録」を開きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 初任者研修課程修了者が作成した介護計画に基づき提供する場合（減算） 

 

③ 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者２０人以上にサービス

を行う場合（減算） 

 

「居宅介護支援費請求」メニュー→「マスター保守」→「利用者登録」を開きます 

 

 

 

 

 

①「重度研修終了」 … 「１」を入力し、登録します。 

・２級ヘルパー以上の資格をお持ちの人には、設定しないで下さい。

（減算の対象になります） 

・「１」の入力のある人がサービス提供をすると、そのサービス内

容または提供時間に応じて給付単位数が減算されます。 

 ※ 減算の内容については、算定構造表をご参照下さい。 

② 「計画作成者」 … 「１」を入力し、登録します。 

③ 「同一建物・敷地」 … 「１」を入力し、登録します。 

 



 

＜重度訪問介護サービス

 

 

 

 

 

 

 

 

① ２人の

 

② ９０日以上利用減算

（※病院等に入院又は入所中の

 

「居宅介護支援費請求」メニュー→「

 

 

 

 

① ２人の重度

（減算）

 

 

「居宅介護サービス提供（利用者別）」

＜重度訪問介護サービス

２人の重度訪問介護

９０日以上利用減算

（※病院等に入院又は入所中の

「居宅介護支援費請求」メニュー→「

２人の重度訪問介護

（減算） 

 
「居宅介護サービス提供（利用者別）」

画面より設定

① 

② 

 

＜重度訪問介護サービス＞ 

重度訪問介護従事者による場合（減算）

９０日以上利用減算（減算）

（※病院等に入院又は入所中の方

「居宅介護支援費請求」メニュー→「

訪問介護従事者による場合

「居宅介護サービス提供（利用者別）」

画面より設定 

 「同行」 

 「入院」・「９０日減」

  

者による場合（減算）

（減算） 

方にサービス提供をした場合）

「居宅介護支援費請求」メニュー→「居宅介護サービス提供（利用者別）

者による場合

「居宅介護サービス提供（利用者別）」

② ９０日以上利用減算（

 （※病院等に入院又は入所中の方にサービス提供をした場合）

 
「居宅介護サービス提供（利用者別）」画面より設定

 … 「１」を入力し、登録します。

・「９０日減」
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者による場合（減算）

にサービス提供をした場合）

居宅介護サービス提供（利用者別）

者による場合

「居宅介護サービス提供（利用者別）」 

９０日以上利用減算（

（※病院等に入院又は入所中の方にサービス提供をした場合）

「居宅介護サービス提供（利用者別）」画面より設定

「１」を入力し、登録します。

・「９０日減」 … それぞれ

者による場合（減算） 

にサービス提供をした場合） 

居宅介護サービス提供（利用者別）

９０日以上利用減算（減算） 

（※病院等に入院又は入所中の方にサービス提供をした場合）

「居宅介護サービス提供（利用者別）」画面より設定

「１」を入力し、登録します。

それぞれ「１」を入力し、登録します。

居宅介護サービス提供（利用者別）」を開きます

 

（※病院等に入院又は入所中の方にサービス提供をした場合）

「居宅介護サービス提供（利用者別）」画面より設定

「１」を入力し、登録します。 

「１」を入力し、登録します。

」を開きます 

（※病院等に入院又は入所中の方にサービス提供をした場合）

「居宅介護サービス提供（利用者別）」画面より設定

「１」を入力し、登録します。

（※病院等に入院又は入所中の方にサービス提供をした場合） 

「居宅介護サービス提供（利用者別）」画面より設定 

「１」を入力し、登録します。 



 

＜同行援護サービス

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 平成３０年３月３１日までに支給決定を受けた

を伴う場合」または「身体介護を伴わない場合」の報酬を算定でき

 

 

 

 

 

 

 

②

 

③

 

④

＜同行援護サービス

平成３０年３月３１日までに支給決定を受けた

を伴う場合」または「身体介護を伴わない場合」の報酬を算定でき

！「平成３０年４月以降に支給決定を受けた

② 盲ろう者に対して盲ろう者向け通訳・介助員が支援を行う場合（加算

 

③ 障害支援区分３に該当する方の場合（加算

④ 障害支援区分４以上に該当する方の場合（加算

 

いずれも「利用者登録」画面より設定

「利用者登録」画面の中の

（１）「ヘルパー登録」画面

（２）「利用者登録」画面

＜同行援護サービス＞  

平成３０年３月３１日までに支給決定を受けた

を伴う場合」または「身体介護を伴わない場合」の報酬を算定でき

「平成３０年４月以降に支給決定を受けた

盲ろう者に対して盲ろう者向け通訳・介助員が支援を行う場合（加算

障害支援区分３に該当する方の場合（加算

障害支援区分４以上に該当する方の場合（加算

いずれも「利用者登録」画面より設定

「利用者登録」画面の中の

（１）「ヘルパー登録」画面

（２）「利用者登録」画面

平成３０年３月３１日までに支給決定を受けた

を伴う場合」または「身体介護を伴わない場合」の報酬を算定でき

「平成３０年４月以降に支給決定を受けた

盲ろう者に対して盲ろう者向け通訳・介助員が支援を行う場合（加算

障害支援区分３に該当する方の場合（加算

障害支援区分４以上に該当する方の場合（加算

① 盲ろう者向け通訳・介助員

 
「ヘルパー登録」画面より設定

いずれも「利用者登録」画面より設定

「利用者登録」画面の中の契約情報の「開始日」

（１）「ヘルパー登録」画面 と、

（２）「利用者登録」画面  より設定
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平成３０年３月３１日までに支給決定を受けた方の支給決定期間中に提供した場合は、「身体介護

を伴う場合」または「身体介護を伴わない場合」の報酬を算定でき

「平成３０年４月以降に支給決定を受けた

盲ろう者に対して盲ろう者向け通訳・介助員が支援を行う場合（加算

障害支援区分３に該当する方の場合（加算） 

障害支援区分４以上に該当する方の場合（加算

盲ろう者向け通訳・介助員

「ヘルパー登録」画面より設定

いずれも「利用者登録」画面より設定 

契約情報の「開始日」

と、 

より設定 

の支給決定期間中に提供した場合は、「身体介護

を伴う場合」または「身体介護を伴わない場合」の報酬を算定でき

「平成３０年４月以降に支給決定を受けた方に提供した場合」

盲ろう者に対して盲ろう者向け通訳・介助員が支援を行う場合（加算

 

障害支援区分４以上に該当する方の場合（加算） 

盲ろう者向け通訳・介助員により行われる

「ヘルパー登録」画面より設定

契約情報の「開始日」で、自動で切り替わります

の支給決定期間中に提供した場合は、「身体介護

を伴う場合」または「身体介護を伴わない場合」の報酬を算定できます。 

に提供した場合」

盲ろう者に対して盲ろう者向け通訳・介助員が支援を行う場合（加算）

により行われる

「ヘルパー登録」画面より設定 

自動で切り替わります

の支給決定期間中に提供した場合は、「身体介護

 

に提供した場合」のみ対象

） 

により行われる場合（減算）

自動で切り替わります。 

の支給決定期間中に提供した場合は、「身体介護

のみ対象 

） 
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① 盲ろう者向け通訳・介助員により行われる場合  

 

「居宅介護支援費請求」メニュー→「マスター保守」→「ヘルパー登録」を開きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 盲ろう者に対して盲ろう者向け通訳・介助員が支援を行う場合（加算） 

 

（１）「ヘルパー登録」の設定の仕方につきましては、上記①と同じ操作になります。 

（２）居宅介護支援費請求」メニュー→「マスター保守」→「利用者登録」を開きます 

 

① 「通訳」介助員   

下記の表に従って、「１」または「０」を入力して下さい。 

 

資格 
基礎研修 

修了者 

通訳 

介助員 
加減算 

１・２級ヘルパー（通訳介助有） 0 1 ＋25％ 

１・２級ヘルパー 0 0 加減算なし 

基礎研修修了（通訳介助有） １ １ ×70％＋25％ 

基礎研修修了 １ 0 ×70％ 

通訳介助員のみ 2 1 ×90％ 

 

② （２）「重度者区分」 … 「07」を入力し、登録します。 
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③ 障害支援区分３に該当する者の場合（加算） 

④ 障害支援区分４以上に該当する者の場合（加算） 

 

「居宅介護支援費請求」メニュー→「マスター保守」→「利用者登録」を開きます。 

 

 

 

 

 

 

＜行動援護サービス＞ 

  

今回は、単位数の変更のみになります。 

 新しい加減算の追加はございません。 

 

 

 

 

① ④「障害程度区分」  

こちらに入力された数字によって、自動で算定されます。 

 



 

 

＜児童発達支援サービス

背景色が薄い緑の項目が、今回追加・変更された箇所になります。

詳細は、次頁にてご案内致します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 利用者の

超える場合

 

 

実績の入力後、

自動で算定

②

（※）１．児童発達支援管理責任者を除く場合

   

＜児童発達支援サービス

背景色が薄い緑の項目が、今回追加・変更された箇所になります。

詳細は、次頁にてご案内致します。

利用者の数が利用定員を

超える場合（減算

 
実績の入力後、

自動で算定します。

② 配置すべき従業者（※）の員数が基準に

満たない場合（１日につき）

（※）１．児童発達支援管理責任者を除く場合

   ２．児童発達支援管理責任者の場合

 
「施設登録」画面から設定

３．児童発達支援

＜児童発達支援サービス＞ 

背景色が薄い緑の項目が、今回追加・変更された箇所になります。

詳細は、次頁にてご案内致します。

数が利用定員を 

減算） 

実績の入力後、 

します。 

配置すべき従業者（※）の員数が基準に

満たない場合（１日につき）

（※）１．児童発達支援管理責任者を除く場合

２．児童発達支援管理責任者の場合

⑨ 新設の区分の設定について

１．

２．

３．

「施設登録」画面から設定

児童発達支援

  

背景色が薄い緑の項目が、今回追加・変更された箇所になります。

詳細は、次頁にてご案内致します。 

配置すべき従業者（※）の員数が基準に

満たない場合（１日につき） 

（※）１．児童発達支援管理責任者を除く場合

２．児童発達支援管理責任者の場合

新設の区分の設定について

１． 未就学児等支援区分

２． 共生型児童発達支援

３． 基準該当児童発達支援

 

「施設登録」画面から設定 

「施設登録」画面から設定
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児童発達支援・放課後デイサービス

背景色が薄い緑の項目が、今回追加・変更された箇所になります。

配置すべき従業者（※）の員数が基準に 

（※）１．児童発達支援管理責任者を除く場合 

２．児童発達支援管理責任者の場合 

⑤ 児童指導員等加配加算（Ⅰ）（１日につき）

⑥ 児童指導員等加配加算（Ⅱ）（１日につき）

⑦ 看護職員加配加算（１日につき）

⑧ 共生型サービス体制強化加算

 

新設の区分の設定について

未就学児等支援区分と上記以外

共生型児童発達支援 

基準該当児童発達支援

「施設登録」画面から設定

「施設登録」画面から設定

・放課後デイサービス

背景色が薄い緑の項目が、今回追加・変更された箇所になります。 

 

児童指導員等加配加算（Ⅰ）（１日につき）

児童指導員等加配加算（Ⅱ）（１日につき）

看護職員加配加算（１日につき）

共生型サービス体制強化加算

新設の区分の設定について 

と上記以外 

 

基準該当児童発達支援 

③

④

「施設登録」画面から設定

「施設登録」画面から設定 

・放課後デイサービス 

 

児童指導員等加配加算（Ⅰ）（１日につき）

児童指導員等加配加算（Ⅱ）（１日につき）

看護職員加配加算（１日につき）

共生型サービス体制強化加算 

 

自己評価結果等未公表減算

身体拘束廃止未実施減算

 
「施設登録」画面から設定

「施設登録」画面から設定 

 

児童指導員等加配加算（Ⅰ）（１日につき）

児童指導員等加配加算（Ⅱ）（１日につき）

看護職員加配加算（１日につき） 

自己評価結果等未公表減算

身体拘束廃止未実施減算

「施設登録」画面から設定

 

児童指導員等加配加算（Ⅰ）（１日につき） 

児童指導員等加配加算（Ⅱ）（１日につき） 

自己評価結果等未公表減算 

身体拘束廃止未実施減算 

「施設登録」画面から設定 



 

② 配置すべき従業者（※）の員数が基準に満たない場合（１日につき）

 

「居宅介護支援費請求」メニュー→「マスター保守」→「施設登録」を開きます。

「施設区分」

（下記画像では、放課後デイの場合の「６３」となっていますが、画面に違いはありません）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設登録

② 「

下記の表に従って、該当する数字を入力して下さい。

 

児童発達支援管理責任者を除く人員

（減算が適用される月から２ヵ月目まで）

児童発達支援管理責任者を除く人員

（

児童発達支援管理責任者の場合

（減算が適用される月から２ヵ月目まで）

児童発達支援管理責任者の場合

（減算が適用される月から２ヵ月目まで）

配置すべき従業者（※）の員数が基準に満たない場合（１日につき）

「居宅介護支援費請求」メニュー→「マスター保守」→「施設登録」を開きます。

「施設区分」に「６１」を入力します。

（下記画像では、放課後デイの場合の「６３」となっていますが、画面に違いはありません）

施設登録 

児童発達

支援 

「人員配置区分

下記の表に従って、該当する数字を入力して下さい。

 

児童発達支援管理責任者を除く人員

（減算が適用される月から２ヵ月目まで）

児童発達支援管理責任者を除く人員

（３ヵ月以上連続して減算の場合

児童発達支援管理責任者の場合

（減算が適用される月から２ヵ月目まで）

児童発達支援管理責任者の場合

（減算が適用される月から２ヵ月目まで）

配置すべき従業者（※）の員数が基準に満たない場合（１日につき）

「居宅介護支援費請求」メニュー→「マスター保守」→「施設登録」を開きます。

に「６１」を入力します。

（下記画像では、放課後デイの場合の「６３」となっていますが、画面に違いはありません）

児童発達

人員配置区分」  

下記の表に従って、該当する数字を入力して下さい。

人員配置状態

児童発達支援管理責任者を除く人員

（減算が適用される月から２ヵ月目まで）

児童発達支援管理責任者を除く人員

以上連続して減算の場合

児童発達支援管理責任者の場合

（減算が適用される月から２ヵ月目まで）

児童発達支援管理責任者の場合

（減算が適用される月から２ヵ月目まで）

配置すべき従業者（※）の員数が基準に満たない場合（１日につき）

「居宅介護支援費請求」メニュー→「マスター保守」→「施設登録」を開きます。

に「６１」を入力します。 

（下記画像では、放課後デイの場合の「６３」となっていますが、画面に違いはありません）

 

下記の表に従って、該当する数字を入力して下さい。

人員配置状態 

児童発達支援管理責任者を除く人員 

（減算が適用される月から２ヵ月目まで） 

児童発達支援管理責任者を除く人員 

以上連続して減算の場合） 

児童発達支援管理責任者の場合 

（減算が適用される月から２ヵ月目まで） 

児童発達支援管理責任者の場合 

（減算が適用される月から２ヵ月目まで） 
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配置すべき従業者（※）の員数が基準に満たない場合（１日につき）

「居宅介護支援費請求」メニュー→「マスター保守」→「施設登録」を開きます。

 

（下記画像では、放課後デイの場合の「６３」となっていますが、画面に違いはありません）

下記の表に従って、該当する数字を入力して下さい。

入力する数字

 

 

配置すべき従業者（※）の員数が基準に満たない場合（１日につき）

「居宅介護支援費請求」メニュー→「マスター保守」→「施設登録」を開きます。

（下記画像では、放課後デイの場合の「６３」となっていますが、画面に違いはありません）

下記の表に従って、該当する数字を入力して下さい。 

入力する数字 

1 

2 

3 

4 

配置すべき従業者（※）の員数が基準に満たない場合（１日につき）

「居宅介護支援費請求」メニュー→「マスター保守」→「施設登録」を開きます。

（下記画像では、放課後デイの場合の「６３」となっていますが、画面に違いはありません）

加減算

×70％ 

×50％ 

×70％ 

×50％ 

配置すべき従業者（※）の員数が基準に満たない場合（１日につき） 

「居宅介護支援費請求」メニュー→「マスター保守」→「施設登録」を開きます。 

（下記画像では、放課後デイの場合の「６３」となっていますが、画面に違いはありません）

加減算 

 

 

 

 

（下記画像では、放課後デイの場合の「６３」となっていますが、画面に違いはありません） 
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施設登録 児童発達支援／放課後ディ 

～H30/3 H30/4～ 

人員配置体制・指導員加配加算  指導員加配加算Ⅰ   指導員加配加算Ⅱ 

11 12 有資格あり 児童指導員 32 有資格あり 児童指導員 

12  13 有資格あり 指導員 33 有資格あり 指導員 

10 10 有資格あり   30 有資格あり   

01 02 有資格なし 児童指導員 22 有資格なし 児童指導員 

02 03 有資格なし 指導員 23 有資格なし 指導員 

01 有資格なし 専門職員 21 有資格なし 専門職員 

11 有資格あり 専門職員 31 有資格あり 専門職員 

上記のように変更してください。 

指導員加配加算Ⅰと指導員加配加算Ⅱの両方の設定をする場合は、次ページを参考にしてください。 

※その他職員＝指導員 

人員配置区分 

0 0 減算なし   

1 1 30%減(従業者減) 

2 30%減(管理責任者減) 

3 50%減(従業者減) 

4 50%減(管理責任者減) 

看護職員区分 0 なし 新設 

 
1 区分イ 新設 

 
2 区分ロ 新設 

 
3 区分ハ 新設 

対象区分(新設) 児童発達支援のみ 

0=未就学児,1=未就学児以

外 

拘束減(新設) 0=なし,1=あり  

評価減(新設) 0=なし,1=あり  

共生型サービス体制強化加算 0   

 
1   

 
2   

 

 
3   

 

 設定する値 

区分１の１ 指標規定=”0”該当 サービス提供時間＝“０”3 時間以上 

区分１の２ 指標規定=”0”該当 サービス提供時間＝“１”３時間未満 

区分２の１ 指標規定=”１”非該当 サービス提供時間＝“０”3 時間以上 

区分２の２ 指標規定=”１”非該当 サービス提供時間＝“１”３時間未満 
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指導員加配加算Ⅰと指導員加配加算Ⅱの両方の設定の場合 

 

 

例．有資格有り、加配加算Ⅰ＝児童指導員、加配加算Ⅱ＝児童指導員の場合は、     

人員配置体制・指導員加配加算に 32 を設定してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有資格 加配加算Ⅰ 加配加算Ⅱ １桁目 

有資格 

２桁目 

職員区分 

有
資
格 

な
し 

専門職員  0 1 

児童指導員  0 2 

指導員  0 3 

専門職員 児童指導員 0 4 

専門職員 指導員 0 5 

児童指導員 専門職員 0 6 

児童指導員 指導員 0 7 

指導員 専門職員 0 8 

指導員 児童指導員 0 9 

有
資
格 

有
り 

専門職員  1 1 

児童指導員  1 2 

指導員  1 3 

専門職員 児童指導員 1 4 

専門職員 指導員 1 5 

児童指導員 専門職員 1 6 

児童指導員 指導員 1 7 

指導員 専門職員 1 8 

指導員 児童指導員 1 9 

有
資
格 

な
し 

専門職員 専門職員 2 1 

児童指導員 児童指導員 2 2 

指導員 指導員 2 3 

児童指導員 専門職員 2 4 

指導員 専門職員 2 5 

専門職員 児童指導員 2 6 

指導員 児童指導員 2 7 

専門職員 指導員 2 8 

児童指導員 指導員 2 9 

有
資
格 

有
り 

専門職員 専門職員 3 1 

児童指導員 児童指導員 3 2 

指導員 指導員 3 3 

児童指導員 専門職員 3 4 

指導員 専門職員 3 5 

専門職員 児童指導員 3 6 

指導員 児童指導員 3 7 

専門職員 指導員 3 8 

児童指導員 指導員 3 9 



 

短期入所 

下の表を参考に、２桁の

 

福祉型 

  

  

  

福祉強化型

  

  

  

医療型 

  

  

医療特定型

  

  

  

  

  

共生型 

  

共生型強化

  

基準該当

  

 

 

 

下の表を参考に、２桁の

 11 福祉型

 福祉型

 福祉型

 福祉型

福祉強化型 21 福祉強化型

 福祉強化型

 福祉強化型

 福祉強化型

 31 医療型

 医療型

 医療型

医療特定型 41 医療特定型

 医療特定型

 医療特定型

 医療特定型

 医療特定型

 医療特定型

 51 共生型

 共生型

共生型強化 53 共生型強化

 共生型強化

基準該当 61 基準該当

 基準該当

 

下の表を参考に、２桁の施設区分を設定してください。

福祉型(Ⅰ) 

福祉型(Ⅱ) 

福祉型(Ⅲ) 

福祉型(Ⅳ) 

福祉強化型(

福祉強化型(

福祉強化型(

福祉強化型(

医療型(Ⅰ) 

医療型(Ⅱ) 

医療型(Ⅲ) 

医療特定型(

医療特定型(

医療特定型(

医療特定型(

医療特定型(

医療特定型(

共生型(Ⅰ) 

共生型(Ⅱ) 

共生型強化(

共生型強化(

基準該当(Ⅰ

基準該当(Ⅱ

  

施設区分を設定してください。

 

)  

 

)  

(Ⅰ) 

(Ⅱ) 

(Ⅲ) 

(Ⅳ) 

 

 

 

(Ⅰ) 

(Ⅱ) 

(Ⅲ) 

(Ⅳ) 

(Ⅴ) 

(Ⅵ) 

 

)  

(Ⅰ) 

(Ⅱ)  

Ⅰ) 

Ⅱ) 
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施設区分を設定してください。 

障害者・日中併用以外

障害者・日中併用

障害児･日中併用以外

障害児・日中併用

障害者・日中併用以外

障害者・日中併用

障害児･日中併用以外

障害児・日中併用

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

障害者・日中併用以外

障害者・日中併用 

障害児･日中併用以外

障害児・日中併用 

障害者・日中併用以外

障害者・日中併用 

障害児･日中併用以外

障害児・日中併用 

 

障害者・日中併用以外 対応済み

対応済み

障害児･日中併用以外 対応済み

対応済み

障害者・日中併用以外 未対応

未対応

障害児･日中併用以外 未対応

未対応

未対応

未対応

未対応

未対応

未対応

未対応

未対応

未対応

未対応

未対応

未対応

未対応

未対応

未対応

未対応

対応済み 

対応済み 

対応済み 

対応済み 

未対応 

未対応 

未対応 

未対応 

未対応 

未対応 

未対応 

未対応 

未対応 

未対応 

未対応 

未対応 

未対応 

未対応 

未対応 

未対応 

未対応 

未対応 

未対応 



 

就労 B

 

 

就労 B:平均工賃欄に１～７を設定してください。

 

就労移行：定着支援体制加算

     

 

    

 

B/就労移行

平均工賃欄に１～７を設定してください。

：定着支援体制加算

     

 

就労移行 

平均工賃欄に１～７を設定してください。

：定着支援体制加算 

  

平均工賃欄に１～７を設定してください。
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平均工賃欄に１～７を設定してください。   就労移行

   

就労移行:定着率を設定して下さい。

 

 

定着率を設定して下さい。定着率を設定して下さい。 

 

  



 

 

介護保険

（１） 地域区分確認

[マスター保守メニュー

地域区分を確認し、登録してください。

地域区分がわからない場合は、市役所にお尋ねになるか、こちらのページから一覧表をダウンロ

ードしてください。（

 

（２） [マスター保守メニュー

総合事業地域区分を確認し

    基本的には、自事業所の地域区分ですが、市町村によっては、市町村の地域区分

ります。（どの区分を設定するのかは、市役所に確認してください。

 

介護保険 

地域区分確認 

マスター保守メニュー

地域区分を確認し、登録してください。

地域区分がわからない場合は、市役所にお尋ねになるか、こちらのページから一覧表をダウンロ

ードしてください。（

マスター保守メニュー

総合事業地域区分を確認し

基本的には、自事業所の地域区分ですが、市町村によっては、市町村の地域区分

どの区分を設定するのかは、市役所に確認してください。

 

 

マスター保守メニュー]�

 

地域区分を確認し、登録してください。

地域区分がわからない場合は、市役所にお尋ねになるか、こちらのページから一覧表をダウンロ

ードしてください。（http://psbjp.com/download/chiiki_kubun.zip

マスター保守メニュー]・[

総合事業地域区分を確認し

基本的には、自事業所の地域区分ですが、市町村によっては、市町村の地域区分

どの区分を設定するのかは、市役所に確認してください。

  

�[基本事項登録

 

地域区分を確認し、登録してください。

地域区分がわからない場合は、市役所にお尋ねになるか、こちらのページから一覧表をダウンロ

http://psbjp.com/download/chiiki_kubun.zip

]・[請求先登録

総合事業地域区分を確認してください。

基本的には、自事業所の地域区分ですが、市町村によっては、市町村の地域区分

どの区分を設定するのかは、市役所に確認してください。
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基本事項登録] 

地域区分を確認し、登録してください。 

地域区分がわからない場合は、市役所にお尋ねになるか、こちらのページから一覧表をダウンロ

http://psbjp.com/download/chiiki_kubun.zip

登録] 

てください。 

基本的には、自事業所の地域区分ですが、市町村によっては、市町村の地域区分

どの区分を設定するのかは、市役所に確認してください。

地域区分がわからない場合は、市役所にお尋ねになるか、こちらのページから一覧表をダウンロ

http://psbjp.com/download/chiiki_kubun.zip

基本的には、自事業所の地域区分ですが、市町村によっては、市町村の地域区分

どの区分を設定するのかは、市役所に確認してください。） 

地域区分がわからない場合は、市役所にお尋ねになるか、こちらのページから一覧表をダウンロ

http://psbjp.com/download/chiiki_kubun.zip） 

 

基本的には、自事業所の地域区分ですが、市町村によっては、市町村の地域区分

 

地域区分がわからない場合は、市役所にお尋ねになるか、こちらのページから一覧表をダウンロ

 

 

基本的には、自事業所の地域区分ですが、市町村によっては、市町村の地域区分になる場合があ

地域区分がわからない場合は、市役所にお尋ねになるか、こちらのページから一覧表をダウンロ

になる場合があ
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（３） 平成３０年４月以降のデータを入力している場合は、入力作業の更新が必要です。 

［在宅介護サービス基本計画 作成］を開く 

 

 

 

① 入力済みの利用者のデータを開く 

 

② 入力している部分を[Enter]キーで確定させる。 

数回押して、最期に[登録]の欄にカーソルが動くまで[Enter]キーを押します。 

最期に［登録］を行います。 

サービスコードが新しいものになります。 

 

③ 登録の時に、下記のような警告が出た場合は、［はい］を押して削除し、再度月次計画を作成

し直します。 

 

 

 

 

① ～③を利用者毎に行います。 

 


